
● 県民生活を脅かす犯罪の徹底検挙と犯罪組織の壊滅に向けた取組の推進

施策目標（ＰＬＡＮ）
重要犯罪及び重要窃盗犯の徹底検挙

実施項目（ＤＯ）
１ 重要犯罪の徹底検挙に向けた各種捜査活動の推進
○ 殺人等事件、通り魔事件、連続的に発生した放火、性犯罪等の事件に対して、
迅速・的確な初動捜査を推進し、被疑者を徹底検挙する。

２ 重要窃盗犯の徹底検挙に向けた各種捜査活動の推進
○ 盗品捜査の徹底、窃盗常習者等に対する捜査、広域的・組織的な窃盗事件に対
する積極的な合同・共同捜査を推進し、被疑者を徹底検挙する。

実績（成果 （ＣＨＥＣＫ））
１ 重要犯罪の認知・検挙状況
※ 前年と比べて認知件数は減少、検挙件数、検挙人員及び検挙率はいずれも増加

・認知件数 ４６２件
（前年比－３８件、－７．６％）
※ 過去５年間で最少

・検挙件数 ４１５件
（同＋２１件、＋５．３％）

・検挙人員 ３６１人
（同＋５１人、＋１６．５％）

・検挙率 ８９．８パーセント
（同＋１１．０ポイント）
※ 過去５年間で最高【重要犯罪の認知・検挙状況】

２ 重要窃盗犯の認知・検挙状況
※ 前年と比べて認知件数及び検挙件数は減少、検挙人員及び検挙率は増加

・認知件数 ３，９１３件
（前年比－１，０９７件、－２１．９％）
※ 過去５年間で最少

・検挙件数 １，９６４件
（同－４１６件、－１７．５％）

・検挙人員 ２７０人
（同＋３２人、＋１３．４％）

・検挙率 ５０．２パーセント
（同＋２．７ポイント）

【重要窃盗犯の認知・検挙状況】

課題及び方針（ＡＣＴＩＯＮ）
１ 課題
○ 重要犯罪及び重要窃盗犯の認知件数は減少しているものの、全国的に見ると重
要犯罪が上位から７番目、重要窃盗犯が同２番目と、依然として高水準で発生し
ている。

２ 方針（継続実施）
○ 重要犯罪の徹底検挙に向けた各種捜査活動の推進
○ 重要窃盗犯の徹底検挙に向けた各種捜査活動の推進


